
現ビジョン 
－北海道景観形成ビジョンの期間－    平成 20年～平成 29年 
－北海道景観形成ビジョンの対象－    道内全て市町村（景観行政団体を含む） 
－北海道景観形成ビジョンの構成－                                          

  
－北海道景観形成ビジョンの期間－    平成 30年～平成 39年 
－北海道景観形成ビジョンの対象－    道内全て市町村（景観行政団体を含む） 
－北海道景観形成ビジョンの構成－                                        

第１章 めざす姿 

第２章 めざす姿 

第１章 良好な景観の形成のための視点 

第３章 基本方針と施策の展開方向 

「地域らしさ」の視点 

地域の個性を認め、大切にする 

「協働」の視点 

みんなの力を大きな力へ 

「継続」の視点 

持続可能な地域づくりの礎 

美しい景観のくに、北海道 

たくさんの良好な景観が北海道全体にあふれ、影響し合って光り輝き、時を経て成熟する 

道民 
暮らしの中での 

景観づくりを実践 

事業者 
生産・事業の価値を高 

める景観づくりを実践 

市町村 
地域のニーズに 

応じた施策を推進 

道 
北海道らしい景観づくり 

基盤づくり・調整・支援 

地域らしさを尊重し、 

活かしていきます 

みんなが知恵や力を 

出し合います 

日々のたゆみない積み重ね 

を大切にします 基本姿勢 

各主体 

の役割 

めざす姿 

第４章 ビジョンの推進 

・広域景観づくりの意識の共有 

・広域景観づくりに向けた体制づくり 

・広域景観づくりの推進 

・多様な景観づくりの機運の醸成 

・協働の体制づくり 

・多様な景観づくりの取組への支援 

・「エコアイランド北海道」に 

つながる景観づくり 

・「食のブランド・北海道」に 

つながる景観づくり 

・「感動のくに・北海道」に 

つながる景観づくり 

・景観資源の維持・保全・再生等 

・制度を活用した景観づくり 

・景観づくりの普及啓発 ・景観づくりを担う人材の育成 

基本方針１ 

一体性と連続性のある 

広域景観づくり 

基本方針２ 

協働による多様な 

景観づくり 

基本方針３ 

戦略的な活用を図る 

ための景観づくり 

基本方針４ 

地域の総合的な質を高めるための景観づくり 

基本方針５ 

景観づくりを支える人づくり 

・景観づくりのネットワークの形成 

関連部局の連携 施策の進め方 

来訪者等 
地域の魅力発見 

参加・協力 

美しい景観のくに、北海道 

たくさんの良好な景観が北海道全体にあふれ、影響し合って光り輝き、時を経て成熟する 
めざす姿 

地域らしさを尊重し、 

活かしていきます 

みんなが知恵や力を 

出し合います 

日々のたゆみない積み重ね 

を大切にします 
基本姿勢 

基本姿勢

に統合 

継承 

充実 

社会的変化や 

施策の進捗状況 

北海道景観形成ビジョン見直しの骨子について 
充実 

見直し 

充実 

見直し 

継承 

施策の進捗状況 

ビジョン見直し 骨子 
継承 

更新 

「地域らしさ」 「協働」 「継続」 

資料１ 
めざす姿、基本姿勢は、課題を整理上、必要に応じ見直し議論を行う。 



                                         

北海道景観形成ビジョンにおける対象範囲 

景観法 

北海道景観形成ビジョン 
北海道景観条例 

北海道景観計画（景観行政団体以外） 各景観行政団体 景観計画 
景観計画区域 景観計画区域 

基本構想 
道の施策の策定・実施 道の基本理念 
道、事業者、道民の責務 基本理念 

国の責務、法制度 
市町村が行う 
施策の尊重 道の総合的な

施策を参考 
道、各市町村、事業者、道民の取り組み 

方針、区域 
制限事項 資料 1－① 

法に基づく

計画 法に基づく

計画 一体的運用 
北海道景観形成ビジョンの対象は道内全ての市町村 
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